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栃
木
市
消
防
庁
舎
整
備
基
本

構
想
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
老
朽
化
し
た
市
の
消
防
庁
舎

を
整
備
し
市
民
の
安
全
安
心
を

確
保
す
る
た
め
「
栃
木
市
消
防

庁
舎
整
備
基
本
構
想
」
の
素
案

を
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
素
案

に
対
す
る
皆
さ
ん
の
意
見
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、在
勤
、在
学

の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有

す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税
の

納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　
11
月
20
日（
月
）ま
で

閲
覧
場
所　
消
防
本
部
消
防
総

務
課（
消
防
本
部
別
館
２
階
）、

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー（
本
庁
舎

４
階
）、各
総
合
支
所
地
域
づ
く

り
推
進
課
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

提
出
。
11
月
20
日（
月
）必
着

直
接
提
出　
消
防
本
部
消
防
総
務

課
、総
務
課（
本
庁
舎
３
階
）、各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
窓
口

（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

郵
送　

〒
３
２
８-

０
０
１
２

平
柳
町
１-

34-

５ 

栃
木
市

消
防
本
部
消
防
総
務
課 

あ
て

FAX  

（22）
６
７
６
６

✉fd-soumu@city.tochigi.lg.jp

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所･

氏
名
等
は
非
公
表
） 

意
見
に
対

す
る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

消
防
総
務
課
☎

（23）
３
５
２
７

第
２
次
栃
木
市
消
費
生
活
基
本

計
画（
素
案
）に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

市
で
は
市
民
の
消
費
生
活
の

安
定
と
向
上
を
図
る
た
め「
第
２

次
栃
木
市
消
費
生
活
基
本
計
画
」

を
策
定
し
ま
す
。こ
の
計
画
に
対

す
る
皆
さ
ん
の
意
見
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、在
勤
、在
学

の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有

す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税
の

納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

11
月
１
日
（
水
）

～
30
日
（
木
）

閲
覧
場
所　

市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
（
本
庁
舎
４
階 

）、
市
民

生
活
課
（
同
２
階
）、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、各
公
民
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

提
出
。
11
月
30
日（
木
）必
着

直
接
提
出　

市
民
生
活
課
、各
市

民
生
活
課
ま
た
は
各
公
民
館
窓
口

（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

郵
送 

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６
（
住

所
不
要
）栃
木
市
市
民
生
活
課
あ
て

FAX 

（21）
２
６
７
８

✉simin01@
city.tochigi.lg.jp

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所・氏

名
等
は
非
公
表
）意
見
に
対
す
る

個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

市
民
生
活
課
☎

（21）
２
１
２
１

栃
木
市
環
境
基
本
計
画
改
訂
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　

市
で
は
「
環
境
基
本
計
画
」

の
改
訂
の
た
め
、
市
民
や
事
業

者
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
改

訂
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
改
訂
案
に
対
す
る
皆
さ
ん

の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、在
勤
、在
学

の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有

す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税
の

納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

10
月
24
日
（
火
）

～
11
月
22
日
（
水
）

閲
覧
場
所　

市
政
情
報
セ
ン

タ
ー（
本
庁
舎
４
階
）、環
境
課

（
同
２
階
）、各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　

閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
）に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

提
出
。11
月
22
日（
水
）必
着

直
接
提
出　
環
境
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
（
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分
）

郵
送　

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６

（
住
所
不
要
）栃
木
市
環
境
課
あ
て

FAX 

（21）
２
６
９
２

✉kankyou@city.tochigi.lg.jp

そ
の
他　

提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
。（
住
所・氏

名
等
は
非
公
表
）意
見
に
対
す
る

個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

環
境
課
☎

（21）
２
１
４
１

物
品
購
入
等
業
者
登
録
の

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　
市
が
発
注
す
る
物
品
等
の
納

入
、
業
務
委
託
の
受
注
を
希
望

さ
れ
る
方
は
名
簿
へ
の
登
録
が

必
要
で
す
。
現
在
未
登
録
の
方

で
、
平
成
30
年
度
に
入
札
参
加

を
希
望
す
る
方
は
、
①
物
品
購

入
等
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

に
、
１
回
あ
た
り
50
万
円
未
満

の
小
規
模
な
取
引
を
希
望
す
る

市
内
業
者
は
②
小
規
模
物
品
等

契
約
希
望
者
登
録
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。（
両
方
に
登
録
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

い
ず
れ
の
制
度
も
申
請
す
る
こ

と
で
指
名
を
約
束
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。）

①
物
品
購
入
等
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

　
事
務
機
器
、
車
両
、
建
設
資

材
な
ど
の
物
品
の
納
入
、
施
設

の
保
守
点
検
、
運
送
な
ど
の
業

務
委
託
の
入
札
に
参
加
を
希
望

す
る
方
の
登
録
制
度
で
す
。

受
付
期
間　

11
月
20
日
（
月
）

～
12
月
８
日
（
金
）
の
開
庁
日

提
出
書
類
等　
申
請
書
類
等
一

式
、
税
の
証
明
書
及
び
法
人
登

記
の
写
し
、
希
望
す
る
業
種
を

履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
資

格
、
免
許
等
を
証
明
す
る
書
類

の
写
し
な
ど
。
申
請
書
類
は
11

月
上
旬
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
。

登
録
有
効
期
間　
平
成
30
年
４

月
１
日
～
平
成
31
年
３
月
31
日

②
小
規
模
物
品
等
契
約
希
望
者
登
録

　
１
回
の
取
引
金
額
が
50
万
円

未
満
に
限
ら
れ
、
入
札
に
な
る

よ
う
な
比
較
的
規
模
の
大
き
い

取
引
は
で
き
ま
せ
ん
。例
え
ば
、

少
額
の
事
務
用
品
、
給
食
の
食

材
の
納
品
な
ど
を
行
う
事
業
者

向
け
の
制
度
と
な
り
ま
す
。

受
付
期
間　
開
庁
日
に
随
時

提
出
書
類
等　
申
請
書
類
等
一

式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
）、
市
税
の
完
納
証
明
書
、

希
望
す
る
業
種
を
履
行
す
る
た

め
に
必
要
な
資
格
、
免
許
等
を

証
明
す
る
書
類
の
写
し

登
録
有
効
期
間　

 

平
成
31
年
３

月
31
日
ま
で

①
②
共
通

申
請
方
法

直
接
提
出　
契
約
検
査
課
窓
口

（
本
庁
舎
３
階
３
Ｃ-

７
番
窓
口
）

郵
送　

〒
３
２
８-

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
栃
木
市
契
約
検

査
課
あ
て

問 

契
約
検
査
課
☎

（21）
２
３
６
１

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く

す
運
動（
11
月
12
日~

25
日
）

　
配
偶
者
や
交
際
相
手
等
か
ら

の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）、
性
犯
罪
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
人
権
を

著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
、
ま
ず

相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

と
ち
ぎ
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー　

☎
０
２
８-

６
６
５-

８
７
２
０

栃
木
警
察
署 

☎
（25）
０
１
１
０

ウ
ィ
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
と
ち
ぎ　

☎
０
２
８-

６
２
１-

９
９
９
３

サ
バ
イ
バ
ル
ネ
ッ
ト
・
ラ
イ
フ　

☎
０
２
８
５-

２
４-

５
１
９
２

栃
木
県
警
察
本
部
県
民
相
談
室　

☎
０
２
８-

６
２
７-

９
１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（
宇
都
宮
地
方
法
務
局
）　

☎
０
５
７
０-

０
７
０-

８
１
０

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
相
談
（
子
育
て
支
援
課
）　

☎
（21）
２
２
２
９

問 
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
☎

（21）
２
１
６
２

平
成
30
年
度
学
童
保
育
利
用

申
込
受
付

対
象　

栃
中
央
小
、
栃
三
小
、

栃
四
小
、
栃
五
小
、
南
小
、
大

宮
北
小
、
吹
上
小
、
皆
川
城
東

小
、
千
塚
小
並
び
に
大
平
、
藤

岡
、
都
賀
、
岩
舟
地
域
内
各
小

学
校
通
学
区
域
内
学
童
保
育

申
込　
11
月
13
日（
月
）～
24
日

（
金
） に
申
込
用
紙
（
市
役
所
本

庁
舎
、
各
総
合
支
所
及
び
各
学

童
保
育
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
）
を
問
合
先
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
に
提
出

※
定
員
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
申
し
込
み
し
て
も
利
用

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課　☎

（21）
２
２
２
３

11
月
９
日
は﹃
１
１
９
番
の
日
﹄

　
１
１
９
番
は
、
火
災・救
急・

救
助
な
ど
の
災
害
を
通
報
す
る

為
の
通
報
回
線
で
す
。
通
報
時

は
慌
て
ず
、
消
防
車
や
救
急
車

が
向
か
う
住
所
や
近
く
の
目
標

物
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
間
違

え
て
１
１
９
番
に
か
け
て
し

ま
っ
た
時
は﹃
間
違
え
ま
し
た
﹄

と
必
ず
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
無

言
で
電
話
が
切
れ
た
場
合
﹃
何

か
あ
っ
た
の
で
は
？
﹄と
考
え
、

確
認
で
き
る
ま
で
呼
び
返
し
を

し
ま
す
。
ま
た
﹃
サ
イ
レ
ン
を

鳴
ら
さ
な
い
で
来
て
く
だ
さ

い
﹄
と
希
望
す
る
方
が
い
ま
す

が
、
緊
急
車
両
は
法
律
上
、
赤

色
灯
を
付
け
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら

し
て
走
行
す
る
よ
う
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

問　
市
消
防
本
部
通
信
指
令
課

☎
（22）
０
１
１
９
（
音
声
ガ
イ
ダ

ン
ス
後
６
番
）

予
防
救
急
　
事
故
の
原
因
を

知
っ
て
対
策
を
し
よ
う 

　

高
齢
者
と
子
ど
も
の
事
故

は
、
１
位
が
転
倒
、
２
位
が
階

段
等
か
ら
の
転
落
、
３
位
が
食

べ
物
等
を
詰
ま
ら
せ
る
窒
息
と

普
段
の
生
活
で
も
よ
く
あ
る
事

故
で
す
が
一
歩
間
違
え
る
と
命

に
関
わ
る
よ
う
な
事
故
に
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
故
が
少

し
で
も
減
ら
せ
る
よ
う
家
族
で

話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
市
消
防

本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹃
予
防
救

急
﹄を
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

市
消
防
本
部
警
防
課
☎

（22）

０
１
１
９（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
４
番
）

「
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
」

及
び「
消
費
生
活
用
製
品
安

全
法
」に
基
づ
く
立
入
検
査

　
市
で
は
、
市
内
小
売
店
を
対

象
に
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法

に
基
づ
く
表
示
の
有
無
、
表
示

方
法
が
適
正
か
、
小
売
店
の
表

示
に
対
す
る
意
識
等
は
正
し
い

か
等
の
立
入
検
査
と
、
消
費
生

活
用
品
製
品
安
全
法
に
基
づ
く

特
定
製
品
に
対
す
る
Ｐ
Ｓ
Ｃ

マ
ー
ク
の
表
示
の
有
無
と
表
示

状
況
な
ど
の
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
期
間
中
、
立
入
検
査
証
を

携
帯
し
た
市
職
員
が
訪
問
し
ま

す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
時
期　
12
月
～
平
成
30
年

１
月
末

問 

市
民
生
活
課
☎

（21）
２
１
２
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 


